
定量生命科学研究所 技術（専門）職員 公募要領 

 

東京大学定量生命科学研究所では以下の要領で、技術（専門）職員を募集します。 

 

 

１．職名及び人数 

  技術専門職員又は一般技術職員  ２名 

 

２．採用予定時期 

  令和８年１０月１日 

 

３．契約期間 

  期間の定めなし 

 

４．試用期間 

  採用された日から６ヶ月 

 

５．就業場所 

  東京大学定量生命科学研究所（東京都文京区弥生１-１-１） 

  変更の範囲：本学の指定する場所（原則として同一部局内） 

 

６．職務内容 

  本件で求める技術専門職員又は一般技術職員の職務内容は、それぞれ以下のとおり 

  である。 

 

① 様々な生体試料からの標的タンパク、タンパク複合体の精製 

② 生化学実験に依る標的タンパク、タンパク複合体、タンパク修飾などの解析 

③ クライオ電子顕微鏡装置に依る標的タンパク、タンパク複合体、タンパク修飾

の構造的変動の測定および比較 

④ クライオ電子顕微鏡装置による新規タンパク解析技術の取得 

⑤ 最先端のゲノム構造とゲノム機能に関する試料調製を一細胞レベルで行うこと

ができること 

変更の範囲：配置換、兼務及び出向を命じることがある 

 

７．応募資格 

   現代生物学に関する知識および経験を有する生物系大学院修士課程修了もしく

は同等以上の者。タンパク精製及び生化学的手法を用いた解析について高度な知識

を持ち、実質的な経験を積んでいること。複数の研究グループや学外研究グループ

との調整が必須なため、協調性のある人材を望む。 

 

 



８．応募期限 

  令和８年６月１２日（金）必着 

 

９．提出書類 

  １）東京大学統一履歴書（以下の URL からダウンロードし、作成すること） 

    https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html 

  ２）職務経歴書（書式自由。経歴ごとに企業や大学院等の職務・研究内容を具体的

に記述） 

  ３）研究・業務実績を踏まえた本公募に応募した理由及び今後職務を行っていく 

うえでの抱負２，０００字以内。書式自由。 

 

１０．書類提出先 

  〒113-0032 東京都文京区弥生１－１－１ 

   東京大学定量生命科学研究所事務部総務チーム 

   電 話：03-5841-7811 

   E-mail：soumu@iqb.u-tokyo.ac.jp  

  応募書類は、封筒に【技術専門職員又は一般技術職員応募】と朱書し、書類提出先

まで送付すること。 

  ※応募書類は返却しませんので、予めご了承ください。 

  ※応募書類は本公募の用途に限り使用し、個人情報は正当な理由なく第三者への 

開示、譲渡及び貸与することはいたしません。 

  ※選考にかかる旅費等は支給しません。 

 

１１．選考方法等 

  履歴書及び職務経歴書等にもとづく書類選考及び面接選考により決定する。 

  なお、書類選考後に面接を実施。 

  ※面接選考の対象となった方のみ、日時等をご連絡します。 

 

１２．勤務条件等 

  １）勤 務 日：週５日（月曜日～金曜日） 

  ２）勤務時間：９：００～１７：３０（実働７時間４５分） 

         ※時間外及び休日労働を命じることがある。（超過勤務手当有り） 

  ３）休日休暇：土・日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

         年次有給休暇、夏季休暇、忌引休暇等の特別休暇 

  ４）給 与：本学の規程に基づき、学歴・職務経験等を考慮して決定。昇給制度

あり。 

初任給予定額（2026 年 3 月 1 日現在の給与規則に基づく予定額） 

         4 年制大卒／月給 277,240 円（一律教育研究連携手当を含む） 

修士修了／月給 289,190 円（一律教育研究連携手当を含む） 

         ※学歴・職歴等に応じて、これより高く決定される場合がある。 

          諸手当：通勤手当（55,000 円/月まで）、住居手当、扶養手当、

超過勤務手当等※本学の規程に該当する場合に支給。 

          賞与 年２回（夏季、冬季） 

  ５）加入保険：法令の定めるところにより文部科学省共済組合、 



労災保険、雇用保険に加入 

 

１３．募集者名称 

  国立大学法人東京大学 

 

１４．受動喫煙防止措置の状況 

  敷地内禁煙（屋外に喫煙場所あり） 

 

１５．その他 

  採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等

から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共

有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があり

ます。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障

のない範囲に留める必要があります。 

東京大学は男女共同参画を推進しており、女性の積極的な応募を歓迎します。 

 

１６．本件に関する問い合わせ先： 

  東京大学定量生命科学研究所事務部総務チーム 

  電 話：03-5841-7811 

  E-mail：soumu@iqb.u-tokyo.ac.jp 

 

 

 


